
防護柵の設置費用の一部を補助します！
（京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金）

新設の場合 修理又は増設の場合

受益者
２戸以上

受益者
１戸

補助率 1/2
最大 25万円

補助率 3/10
最大 25万円

補助率 3/10
最大 6万円

補助率 2/10
最大 2万円

受益者
２戸以上

受益者
１戸

＜留意事項＞
・金網柵の場合は高さ１ｍ以上のもの、電気柵の場合は柵線が３段以上のものが対象です。
・防護柵の材料に要する経費が補助対象です。設置工事に要する経費は対象となりません。
・対象となるのは、京田辺市内に農地を所有又は耕作している方となります。
・受益者２戸以上として補助を受けるためには設置箇所が隣り合っている必要があります。

イノシシによる農作物被害を軽減するために防護柵を設置しませんか？
お一人からでも取り組めます！

＜補助金を受ける流れ＞

交付申請
↓

材料購入・柵の設置
↓

完了報告
↓
検査
↓

補助金受取り

（お問合せ先）
京田辺市役所 経済環境部 農政課 ＴＥＬ：６４－１３６２

交付申請の前に．．．

①設置したい箇所の周囲の長さを測定
②資材の販売店で防護柵の「見積書」を取得
③設置したい箇所の「位置図」「防護柵設置の略図」
を作成

①～③をご用意いただき、農政課に電話で
アポイントのうえご相談ください。

＜注意！！＞
交付申請前に防護柵を購入した場合は補助を受けられ

ませんのでご注意ください！


